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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
関東経済産業局資源エネルギー環境部石油課の○○です。日頃は経済産業省のＬＰ行政にご協力頂き感謝申し上げます。ご存じのとおり、液石法は保安と取引の適正化について構成されておりますが、石油課では取引面に関して所管しております。

　取引については、様々なケースがありますので、一律に同じ判断が出来るものではなく、個別に対応させていただくという面で難しいところがあります。

最近、当局へ、消費者から解約時の料金請求にかかる苦情が寄せられておりますが、これは、供給設備の撤去費用や設備貸与の精算などについて消費者の理解が得られていないことが原因と考えられます。書面には精算につい記載することとなっていますが、法第１４条の書面は消費者との取引関係について齟齬のないよう必要な事項を定めたものでありますので、個別の事情による取引項目については一般消費者等と契約書を交わし明確にすべきと考えられます。

　また、料金について、最初の約束と違ってすぐ値上がりしたとか、値上げ通知がきていないという苦情があります。１４条書面は記載内容を変更したときは、変更箇所について交付する事（事後）としていますが、料金変更については契約に基づき消費者にとって分かりやすい方法で事前に通知すべきであると考えます。

本年９月５日に開催された、液化石油ガス中央懇談会において消費者の委員から、「書面について消費者の殆どがその存在をしらない実態がある」「契約の際の書面には撤去費用について記載がないのに、撤去費用を取られるのは納得出来ない」など法で定める書面交付の主旨が十分反映されていないような気がします。

　今回、すでにご存じの内容かと思いますが、改めて法規制のポイントを説明させて頂き取引の適正化についてご理解頂ければと思っております。





＜書面の交付＞
第十四条

 
液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約

 を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に

 交付しなければならない。当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、

 当該変更した部分についても、同様とする。

一

 
液化石油ガスの種類

二

 
液化石油ガスの引渡しの方法

三

 
供給設備及び消費設備の管理の方法

 四

 
第二十七条第一項第二号に規定する調査の方法及び同項第三号に規定す

 る周知の方法
五

 
当該一般消費者等について第二十七条第一項各号に掲げる業務を行う第

 二十九条第一項の認定を受けた者の氏名又は名称
六

 
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

規則（書面の記載事項）
第十三条

 
法第十四条第一項第六号 の経済産業省令で定める事項は、次の各号に

掲げるものとする。

一

 
一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合の液化石油ガス販売事業者
及び保安機関の責任に関する事項

二

 
液化石油ガスを消費する場合の一般消費者等の責任に関する事項

三

 
液化石油ガスの計量の方法

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
一般消費者等に対してLPガスの供給を開始するとき交付しなければならない書面について、法第１４条で記載項目を定めています。

　書面はLPガス事業者が一般消費者等と販売契約を締結（書面又は口頭による場合もあると思います）したとき、遅滞なく交付する事としています。従いまして、書面というのは契約書であることは必要ではなく、また、販売事業者が一方的に交付するもので良いとされています。（通達）また、１回限りの販売であるとか、長期の契約は問わず交付しなければなりません。

　ただし、書面の内容は、取引条件の記載について後日争いがあった場合、一般消費者等の認印をもらい、１通保存すれば、販売事業者もこれを援用しうることとなります。これを禁止するものではありません。

　販売事業者や一般消費者の中には、１４条書面は契約書として見ている方もおられます、実際、供給を受けているが書面を受け取っていないということを聞きます。法的には契約書というよりは事後的な確認行為と考えられますが、販売契約として扱うのであれば、「供給契約書」と「書面交付」を両面を並記し、契約内容を双方で確認する事が必要と考えられます。

　ここで「交付しなければならない」とは、販売事業者に対して交付義務を課しているだけであって、販売事業者に対する交付請求権が一般消費者等にあることを意味しておりませんが、契約上の請求権を妨げるものではありません。各条文を読み上げ

　１４条の項目　２項は一般消費者等へ継続的消費に支障の無いよう供給を行うこと、３項は消費設備の調査、災害の発生の防止について必要な周知を行うこと、第五項は供給設備点検や消費設備点検を実施する事業者名など、です。取引面については第６項の省令第１３条に定めておりますので関係する項目（条文を青字）について説明させていただきます。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8el%93%f1%96@%88%ea%8el%8b%e3&REF_NAME=%96@%91%e6%8f\%8el%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%98Z%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001400000000001000000006000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001400000000001000000006000000000


四

 
第十六条第十三号ただし書の規定に基づき質量により販売した液化石油ガス

 で

 
あって消費されないものの引取りの方法

五

 
液化石油ガスの価格の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎と
なる項目についての内容の説明

六

 
供給設備及び消費設備の所有関係

七

 
供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担の
方法

八

 
液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場

 合において、当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法（当該消

 費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。）

九

 
消費設備に係る配管について、液化石油ガスの販売契約解除時に液化石油

 ガス販売事業者から一般消費者等に所有権を移転する場合の精算額の計算

 方法（当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。）

十

 
保安機関の名称、住所及び連絡方法

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
特に取引面で関係のある項目、規則第１３条の５～９について（読み上げ）スライドで説明します。



液石法（取引の適正化）

口頭

書面

販売方法

販売価格

設備貸与

 等

販売事業者

 と消費者間

 の契約

明確に伝える

規則第１３条

○第５号

「価格算定の方法」

LPｶﾞｽ
 

の消費量に対して幾ら請求されるのか、その価格の算定方法

 （例：料金＝基本料金＋従量料金×使用量

 
等）

＊「書面」は契約書であ

 
ることは必要でない。

「算定の基礎となる項目」

使用量毎に請求する額、使用量の外に請求する額等、計算の基礎となる項目

 （例：基本料金○○円、従量料金１立米当たり○○円等）

液化石油ガス料金表

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最初に一般消費者等と販売事業者の契約は、一般的には口頭（口約束）や書面（販売方法や設備等の利用について契約書を交わす）で契約が成立するものと考えられますが、液石法では取引の適正化について、契約の当事者間で齟齬のないよう明確にしておくことを法１４条第６号（規則第１３条）に規定されております。

一般的には、液化石油ガス販売事業者と消費者の最初の販売契約時に、一通り契約内容について説明がされるものと思います。�　液石法では、消費者と販売事業者との間に、販売に係る重要な事項について齟齬がないよう、契約を締結したときは書面を交付する事となっています。

（書面の交付） 

規則第５号　前スライド参照�　　「液化石油ガスの価格の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目」についてですが

「価格算定の方法」とは

　どれだけの液化石油ガスを使用した場合に、どれだけの価格を請求されるか、その価格の算定方法となります。例：説明�料金については、別に料金表等を渡すことが必要でしょう。

「算定の基礎となる項目」とは

　一定使用量（１立米等）毎に使用する額、使用量の如何に係わらず請求する額等、計算の基礎となる金額にそうおうする項目のことです。例

　



「算定の基礎となる項目についての内容説明

基本料金・重量料金等にはどのような費用が含まれるかについて簡明な記載

（例：基本料金はボンベ・メーター等の固定費を回収するものである等）

○第６号

「所有関係」

消費設備・供給設備の所有権を誰が有しているか

 （販売事業者が所有していない設備について、書面上に所有している旨記載し

 ても、その設備の所有権が販売事業者に発生する訳ではない）

一般には、供給設備

 は販売事業者、消費

 設備は消費者等が所

 有と区分されています。

消費設備の所有権が

 販売事業者にある場

 合は消費者等との間

 に認識の齟齬が無い

 こと。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「算定の基礎となる項目についての内容説明」とは

　基本料金・従量料金（場合によっては、そのた設備等の使用量）等にはどのような費用が含まれるか例：　について簡明な記載のことです。コスト計算等詳細な記載を要求するものではありません。

　（規則第６号　前スライド参照）　　　　「供給設備及び消費設備の所有関係」についてですが

　　無償配管による解約時のトラブルとして、住宅を建てる時に、建築主が建築費用の削減を、またガス供給業者は顧客が欲しい等の利害関係が一致し、ガス事業者が無償で配管などを設置することでガスの供給権利を得るような背景等があって、消費者が当然自分の設備であると思っているところ、ガス解約時に多額な金額を請求される事例がありました。

　このことは消費者不在の不透明な取引であり、消費者の自由な選択を阻害する要因でもあります。

　このような問題が生じないために、消費者にとって不透明な取引慣行を無くし、供給業者が所有する設備は消費者に明確に説明すると共に、書面に明記する事が必要です。

「所有関係」とは

　消費設備・供給設備の所有権を（それぞれの設備毎に）誰が（販売事業者か一般消費者等か）有しているかにについて記載することです。この記載は、販売事業者と一般消費者等の間で、設備の所有について認識に齟齬を来さないよう、注意的に記載するので、販売事業者が所有していない設備について書面上、販売事業者が所有している旨記載しても、真実の記載ではなく、その設備の所有権が販売事業者に発生する訳ではありません。

　事例：中古物件等、既に前の所有者と設備等の精算が終わっているものを購入した一般消費者等に対して、旧消費者の契約事項（記載内容）が継続されているかの様に貸与設備一式と記載されていることがあり、トラブルとなるケースが見受けられます。設備貸与については事実と異なることの無いようお願いしたい。

（規則第１６条（販売の方法の基準）第１１号に同様な記載があります）一般消費者等が利用する場合は、液化石油ガスの供給開始時までに、当該消費設備が液化石油ガス販売事業者の所有する設備であることを当該一般消費者等に液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を確認すること。（当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。） 

　消費設備の所有関係を一般消費者等に説明の上、書面に一般消費者等の認印をもらうなど、客観的に認識できる方法により、確認を行うことが必要と思われます。



賃貸住宅の場合等

設備の所有者が消費者か

 家主が不明な場合等

所有権の記載は「販売事業者」「お客様」

 等、何れにあるかわかる程度の内容で差

 し支えない

設備設置費用を販売事業者

 が負担した

法第１４条の書面交付の際に、

 設備を販売事業者の所有とし

 て賃借契約を締結

これらの理由をもって、所有権が販

 売事業者に帰属する訳ではないこ

 とに留意

＊消費設備に係る配管等家屋に

 敷設されている設備について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート


　なお、一般的に賃貸住宅の場合等においては、設備を消費者が所有するのか、家主が所有するのか不明確な場合等も考えられますが、記載については「販売事業者」「お客様」等、所有権が販売事業者側・消費者側いずれかにあるか分かる程度の内容で差し支えありません。

　また、所有関係を記載するさいには、設備設置費用を販売事業者が負担したという理由や、書面を交付する際に、設備を販売事業者が所有として賃貸契約を締結したという理由をもって、所有権が販売事業者に帰属する訳ではないことに留意する必要があります。

　例：建築主と販売事業者との契約（設備設置費用の負担など）、建築主とオーナー契約（建物重要事項に設備所有権について記載があるか）、オーナーと区分所有者の契約は（消費設備を一体購入）・・・・このように設備所有権の実態が不透明で複雑な場合がありますので、所有権を主張する場合は記載などに注意が必要です。





○第８号

「当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法」

消費設備を利用する場合の具体的な利用料について、毎月、あるいは毎

 年一定額を払うのか等、契約解除までに、いつ、どれだけの額を払うのか

○第９号

「精算額の計算方法」

消費設備に係る配管について、一般消費者が支払うべき金額が明確に分か

 るように記載（契約解除が何時であれば、精算額が幾らになるか）

残存価格と精算額が一致するように行う方法等、当該配管の設置費用、

 設置後の経過年数等を基に、説明可能な適正な方法

液化石油ガス販

 売事業者所有

消費設備

配管

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
規則第８号　

　　「液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合において、当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法（当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。） 」についてですが



「当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法」とは一般消費者等が支払うべき具体的な利用料について、毎月、あるいは毎年に一定額を支払うのか等を含め、契約解除までに、いつ、どれだけの額を支払う必要があるかを記載することです。　�

規則第９号　前スライド参照

　「消費設備に係る配管について、液化石油ガスの販売契約解除時に液化石油ガス販売事業者から一般消費者等に所有権を移転する場合の精算額の計算方法（当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。）」についてですが

　この規定は、規則第１６条（販売の方法）第１７号に関連していますので、後で、また説明しますが

　　販売事業者が所有する消費設備に係る配管について、解約時に一般消費者等へ適正な対価で所有権を移転することに関して移転対価を書面に記載する事を定めています。

　「精算額の計算方法」とは精算額として、一般消費者等が支払うべき額が明確にわかるように記載せよ（契約解除がいつであれば、精算額が幾らということが分かるように）ということです。

　例えば、税法上の減価償却の方法と同様に、残存価格と精算額が一致するように行う方法、その他正当と認められる複数の方法が考えられますが、ようは、当該配管の設置費用、設置後の経過年数等を基に、説明可能な適正な方法であれば良いということです。 





○第１５号の２

「解約の申し出」

契約の当事者である一般消費者等と液化石油ガス販売事業者において一般消

 費者等からの契約を解除する明確な伝達のこと。

本来、供給設備の撤去はその設備を所有する液化石油ガス販売事業者

 が行うべきものとして、撤去のための準備期間が必要であるとし、解除の

 申し出があってから相当期間を経過しないうちに他の液化石油ガス事業

 者が供給設備を撤去する事を禁止している。

ただし、当該供給設備について撤去することについて当該液化石油販売業

 者の同意を得ている場合はこの限りでない。

「相当期間」

当該液化石油販売業者の業務状況や一般消費者等との料金等の精算

 手続のために必要な期間

「新たに一般消費者等に対し液化石油ガスを供給する場合において、当該一般消費

 者等に液化石油ガスを供給する他の液化石油ガス販売事業者の所有する供給設備

 が既に設置されているときは、一般消費者等から当該液化石油ガス販売事業者に対

 して液化石油ガス販売契約の解除の申し出があってから相当期間が経過するまでは、

 当該供給設備を撤去しないこと。ただし、当該供給設備を撤去することについて当該

 液化石油ガス販売事業者の同意を得ているときは、この限りでない。」

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ここで、規則第１６条に定める販売の方法の基準のうち、一般消費者等のいわゆるガスの切り替え関連について説明いたします。第１５号２では・・（読み上げる）

　本来、供給設備の撤去は、供給設備を所有する液化石油ガス販売事業者が行うべきであり、撤去のための準備期間が必要であることから、解除の申し出があってから相当期間を経過しないうちに、他の液化石油ガス販売事業者が供給設備を撤去することを禁止するものとなっています。 

「相当期間」とは撤去を行う旧販売事業者の業務状況や一般消費者等との間の液化石油ガス料金等の精算手続きのために必要な期間等を総合的に勘案して判断するものとし、原則として一週間を基準としています。

「解除の申し出」とは一般消費者等（契約の当事者）から、契約の当事者である液化石油ガス販売事業者に対してなされる、契約を解除する明確な申し出のこと。（委任状であれば届いた時、消費者から口頭で申し出あった時などになります）

　ただし、撤去することに関して同意していればその限りではありません。とは、旧販売事業者と新販売事業者の間で、撤去に関して同意していれば相当期間内において新販売事業者が撤去することを認めているものです。つまり、例としては

　例：新事業者が何月何日に供給設備を撤去するが、その設備をどこに運びますか？等の問いあわせに対して、こちらに運んでくださいと答えると、一般的に撤去することを同意したとみなされることとなります。（自ら撤去する意志が無く、相手の撤去を認めた場合、本規定の趣旨である旧事業者の自ら撤去するための準備期間は必要ないということになります）

　よく、相当期間を空けずに撤去されたという苦情がありますが、ほとんどのケースが今申し上げた事務的な合意がなされたと判断せざる得ない場合が多い様です。

次号で説明しますが、一般消費者と契約の当事者である旧事業者に撤去義務が一義適にありますので、速やかな切り替えを行うため主体的に新事業者と調整を図る必要があると考えられます。



○第１６号

「遅滞なく」

一般消費者等から解約の要求があった場合、事情の許す限り最も早くとのこと

 で、合理的な期間内で撤去を行うべき

切替工事の日程等新旧販売事業者間で調整が必要な場合は、速やかに調

 整を行い解決を図る

遅滞なく撤去することとの規定であり、○月○日○時に撤去せよとの請求権

 を一般消費者等に付与するものではない

「撤去すること」

当該販売事業者に撤去義務を課しているだけであって、撤去する権利を付

 与するものではない

「撤去が著しく困難である場合」

小規模導管供給、業務用への供給の場合等、物理的に撤去が困難な場合

 をいう

「一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合におい

 て、当該一般消費者等から要求があった場合には、液化石油ガス販売事業者は

 その所有する供給設備を遅滞なく撤去すること。ただし、撤去が著しく困難である

 場合その他正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。 」

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　第１６号を（読み上げ）　と規定されております。　

　一般消費者からの解約の申し出は、直接あるいは、ほとんどの場合、新事業者からの委任状の送付、電話確認よるものと考えられますが、委任状の場合は、その日付に係わらず送付された日（つまり、解約申し出を確認した日）となります。

　　従いまして、解約の申し出を受けてから翌日撤去してくださいという場合、本法に照らして、旧販売事業者が撤去に至る準備期間が無いとされれば、新事業者と改めて日程の調整を図る必要があると考えられます。

　ここでいう、「遅滞なく」とは一般消費者等（契約の当事者）から要求があった場合には、その後、事情の許す限り最も早くのことでありますが、当該販売事業者の業務状況に鑑み、合理的期間内で撤去を行うべき趣旨であり、具体的には、当該販売事業者は原則として一週間以内にその所有する供給設備を撤去すべきであるとしています。

　また、遅滞なく撤去することとの規定であり、○月○日に撤去せよとの請求権を一般消費者等に付与するものではなく、合理的な期間内での撤去を定めたものです。

「撤去すること」とは当該販売事業者に撤去義務を課せているだけであって、撤去する権利を付与するものではありません。

仮に、新販売事業者が消費者から委任を受けながら、故意に旧事業者への通知を遅らせていたとすれば、消費者の希望日どおり切り替えが困難になる場合も生じ、委任した消費者にとって迷惑な話であり、現に慎むべきと考えられます。

合理的期間内の撤去が難しい場合として、

「撤去が著しく困難である場合」とは小規模導管供給の場合（集合住宅への供給を含む）、業務用への供給の場合（相当規模のもの）、バルク供給による場合等、物理的に撤去が困難である場合を言います。

　





「その他正当名理由」

契約解除の際に精算されるべき精算額の支払いと供給設備の撤去は同時に履

 行するとの契約条項がある場合、消費者が料金の支払いを不当に遅らせている

 場合等が該当する。

○第１７号

「適正な対価」

規則第１３条第９号に定める精算額の計算方法による。

「当該一般消費者等が別段の意思表示をする場合その他やむ得ない事情が

 ある場合」

当該一般消費者等（＊）が当該配管の所有権の移転を望まない旨の明確

 な意思を示す場合等

＊当該一般消費者等が賃貸住宅に居住するなど、家屋所有者が別の者で

 ある場合は、所有権は当該家屋所有者。

一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合におい

 て、消費設備に係る配管であって液化石油ガス販売事業者が所有するものに

 ついては、当該一般消費者等が別段の意思表示をする場合、その他やむを得

 ない事情がある場合を除き、適正な対価で一般消費者等に所有権を移転するこ

 と。（当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　「その他正当な理由」とは契約解除の際に精算されるべき精算額（未徴収のガス代、設備貸与料金等を含めた精算額）　の支払いと供給設備の撤去は同時に履行するとの契約条項がある場合、消費者が料金（未徴収のガス代、設備貸与料金等）の支払いを不当に起こらせている場合等が該当します。

　従って旧販売事業者が消費者等との契約において精算と撤去の同時履行を行う必要がある場合において、消費者が支払を不当に遅らしている場合、また、設備撤去が困難な場合等においては、新販売事業者は切り替え予定日の調整にあたって、契約の当事者である旧販売事業者の契約状況等を配慮する必要があると考えられます。当然ですが、旧事業者は事情を明確に新事業者に伝え日程調整を図るということになります。

第１７号（読み上げ）と定められており、解約時の精算について記載、別に設備貸与契約があればそれによるのは当然です。

　「正当な対価」とは規則第１３条第９号に定める精算額の計算方法によることであり、その計算方法は、各販売事業者が決めるべきものでありますが、当該配管の設置費用、設置後の経過年数等を基に、説明可能な適正な方法によることです。

　「当該一般消費者等が別段の意志表示をする場合その他やむを得ない事情がある場合」とは当該一般消費者等（契約の当事者）が当該配管の所有権の移転を望まない旨の明確な意志を示す場合等が含まれます。

　なお、当該一般消費者等が賃貸住宅に居住するなど、当該一般消費者等と家屋所有者が異なる場合においては、所有権は当該家屋所有者に移転することとなります。この場合においては、当該家屋所有者が所有権の移転を望まない旨の明確な意志表示を示す場合（当該家屋所有者が、当該配管の所有権が自己に移転することは望まないものの、当該一般消費者等に移転することを認める場合は除く）は、上記「やむを得ない事情がある場合」に含まれる。

　なお、この規定は、あくまでも、消費設備に係る配管の所有権が販売事業者にある場合について定めた規定であり、当該販売事業者が消費設備に係る配管を所有していない場合に、当該一般消費者等に当該配管に係る費用を請求できないことは当然であります。





＜旧販売事業者への確実な通知＞

○切替え時のトラブル回避のために

新事事業者は委任を受けた者とし

 て責任と速やかな手続対応

①営業所時間内に連絡（休業日に注意）

②原則当該消費者の管轄販売営業所へ（事

 前に十分確認）

③解約のＦＡＸを送付（相手を間違えないこと）

④責任のある人に（転送電話に注意）

⑤確認の電話をいれる（送付先と一致）注意

旧事業者は撤去義務者として責任

新旧事業者間で調整・解決、

 消費者の意向を尊重

＜消費者との関係＞

○契約等の取引関係が明確であり、消費者との間に理解の齟齬が無い

 ○消費者のエネルギー選択の自由を尊重

 ○ガス料金の合理性、料金算出方法などが消費者に理解

 ○保安の確保の徹底、安定供給など

FAX送信の間違えによるトラブルが

 多いことや、旧事業者との調整を確

 実に行うため内容を確認する。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　切り替えトラブル回避のために、供給切替時には事業者間において十分な連絡確認を実施することを徹底して頂き、常識的なルールを外さないようお願いしたい。



　一例として、当局に寄せられてたトラブルの原因（切り替えの通知が来ていないといわれたケース）を基にすると　囲われた①から⑤を確実に行えば大抵は防がれたと考えられます。



　　解約の申し出となる明確な意志表示については、当事者間の最初の重要な行為ですから適切な方法で伝えることが必要です。

　　

　供給設備の撤去は、契約の当事者である旧事業者の義務として責任のある対応が求められます、新事業者と調整を行い遅滞なく相当期間内に切り替えを実施してください。

　一方、新事業者は一般消費者から委任を受けた者として、責任のある対応が求められます、契約の当事者である旧事業者と日程調整を図り、適切な切り替えを行なってください。

　　

消費者の意向を尊重しつつ、一方的な対応ですませることの無いよう調整することは当然であります。



この改正法律は、平成20年6月18日の 官報（号外第１２９号）に公布され、平成２

 １年１２月１日に施行されました。

＜規制の抜け穴の解消＞
○別法で消費者被害の是正等ができるものを除き、原則すべての商品・役務を扱う

 取引（訪問販売、電話勧誘販売、通信販売）を規制対象に。【改正特商法第２条】

 【改正割販法第２条】
○その上で、クーリング・オフになじまない商品・役務（例：生鮮食料品、葬儀）等は、

 該当規制から除外。【改正特商法第26条】【改正割販法第３５条の３の６０】

○割賦の定義を見直し、２ヶ月以上後の１回払い、２回払いも規制対象に（現行は３

 回払い以上）

 
。【改正割販法第２条】

＜訪問販売の規制強化＞
○訪問販売業者に当該契約を締結しない旨の意思を示した消費者に対しては、契

 約の勧誘をすることを禁止。【改正特商法第３条の２】
○訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結

 んだ場合、契約後１年間は契約の解除等が可能に（消費者にその契約を結ぶ特

 別の事情があったときは例外）

 
。【改正特商法第９条の２】

「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律概要」（参考）

すでに他の法律によって消費者保護が適切に図られている商品の販売や役務の提

 供等については適用を除外予定（省令等で定められる）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
参考として、特定商取引に関する法律・・改正がありました。液石法で保護出来ない消費者トラブルに対しては対象になる可能性があると思われます。

特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令の行政処分、または罰則の対象となります。 

○氏名等の明示の義務づけ�　　　特定商取引法は、勧誘開始前に事業者名や、勧誘目的であることなどを消費者に告げるよう業者に義務づけています。

○不当な勧誘行為の禁止�　　　　特定商取引法は、不実告知（虚偽の説明）や、重要事項（価格・支払い条件等）を故意に告知しなかったり、消費者をおどして困惑させたりする勧誘行為を禁　　�　　　　止しています。

○広告規制�　　　特定商取引法は、業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。

○書面交付義務�　　　特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務づけています。 



　→ガス供給契約自体が規制になるかは政省令で決まるが、設備リースや消費機器の販売に関係するものは対象となると思われる、

https://kanpou.npb.go.jp/


○最後に

激化するエネルギー間競争において、エルピーガス業界全体が、消費者から信

 頼され選ばれるエネルギーとなるために

「不当な消費者誘引の禁止」

 ・不当に競争者の消費者を自己と取引するよう誘引

 し、又は強制する。

「優良誤認の禁止」

 ・一つの条件をもって、他の条件が同様であると誤

 解させ、全体として取引条件が有利であると誤認

 させる。

 「自力救済の禁止」

 ・無断撤去

＜他法令の遵守＞

消費者契約法 独占禁止法 民法

 
等

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
法令の遵守に留意して、日常業務に取り組んで頂き、消費者トラブルを無くし、事業者間の紛争を回避するようお願いします
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